
介護保険課 

 

集団指導 

 

１ ケアプラン点検について 

当課で実施したケアプランチェックの結果を踏まえ、共通する指摘事項や介護保険の基

本的な考え方についてまとめましたので、事業所全体でご確認ください。 

  参考資料 介護保険最新情報 Vol.１１７８・Vol.１１７９ 

 

２ 福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入・基準費用額（居住費）の見直し 

２について、社会保障審議会（介護給付費分科会）の開催時の資料をご確認ください。 

（１）【資料 1】令和 6 年度介護報酬改定の主な事項について 

（２）【参考資料 1】令和 6 年度介護報酬改定における改定事項について 

※（１）、（２）ともに該当する内容のみ抜粋しています。全体をご覧になる場合は、

下記（厚生労働省ホームページ）をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html 



ケアプラン点検について 

 

和歌山市介護保険課 

 

 平素は、本市の介護保険の運営につきまして、多大なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 和歌山市では平成２２年度から、自立支援に資するケアマネジメントの支援や介護保険の給付の適正

化を目的にケアプランチェックを実施してきました。その中で、共通する指摘事項や介護保険の基本的

な考え方について次のとおりまとめましたので、今一度事業所内でケアプランのご確認をお願いします。 

 

アセスメントについて 

厚生労働省より、介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目（介護保険最新情報Ｖｏｌ.１１７

８）について通知され、内容が一部改正されました。これまでと収集すべき情報が変わるわけではなく、

解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、情報収集項目の具体的な内容の例示が加筆され

たものになります。利用者の日常生活上の課題を導き出すための参考にしてください。 

なお、アセスメント表の情報収集項目については、改正後の文言に変更することが望ましいと考えま

す。 

 

第１表について 

 「生活援助中心型の算定理由」について、身体介護の後に引き続き生活援助を行う場合も、「生活援助」

を位置づけていますので、居宅サービス計画書（第 1表）に記載する必要があります≪老企第３６号第２

の２（３）１回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い、(６)「生活援助中心

型」の単位を算定する場合≫。 

 

第２表について 

 利用者ごとに必要性を判断しないといけない加算（入浴介助加算、個別機能訓練加算や栄養アセスメ

ント加算等）について、具体的かつ適切な方法で援助できるように、算定する場合は担当者会議で必要性

を話し合ったうえで第２表にも記載することが望ましいと考えます。 

 また、認定の有効期間が最長４年になったことで、長期目標を１年より長い期間に設定している場合

が見受けられます。ケアマネジメントのＰＤＣＡサイクルを回す観点から、長期目標最長１年、短期目標

最長６ヵ月とすることが期間として望ましいと考えます。 

 

第４表（サービス担当者会議の要点）について 

 医療系サービスを位置づける場合は、医師の意見を具体的に記載する必要があります≪基準省令第１

３条第１９、２０、２１号、解釈通知第２―３（８）㉑≫。 

また、サービスを追加する際、追加するサービスのみの担当者しか出席していない場合が見受けられま

す。チームケアの観点から、関係者全員の出席が必要となります。欠席の場合は欠席理由と照会した年月

日、内容、回答を記録に残しておいてください≪基準省令第１３条第９号、解釈通知第２－３（８）⑨≫。 

 



第６表（サービス利用票）について 

 標準様式から確認欄は削除されていますが、第６表の説明、同意、交付を適切に行った証として、利用

者・家族から押印又は署名等を頂くことが望ましいと考えます。 

 

 

法令・通知 

【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（厚生省令第３８号）】（抜粋） 

第３章 運営に関する基準 

 第１３条 

   九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議（テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得

なければならない。）をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当

者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身

の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の

意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に

対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用

を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めな

ければならない。 

二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サー

ビスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に

限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあって

は、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されている

ときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するもの

とし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護

及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないよう

にしなければならない。 

 

【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（解釈通知・老企第２２号）】（抜

粋） 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 



３ 運営に関する基準 

（８） 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第九号） 

介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サ

ービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどに

ついて、利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担

当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当

者等と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。

なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）には、必ずしも参加

を求めるものではないことに留意されたい。また、やむを得ない理由がある場合について

は、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとしているが、

この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報

や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうや

むを得ない理由がある場合とは、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況

等により、主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を勘案して

必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サ

ービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利

用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。（以

下省略） 

     ㉑ 主治の医師等の意見等(第十九号・第十九号の二・第二十号) 

       訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短

期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合

に限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)

については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介

護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては

主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

 

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び

福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について（解釈通知・老企第３６号）】（抜粋） 

第二 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係

る部分に限る。）に関する事項 

２ 訪問介護費 

（３） １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い 

    １回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要がある場合は、居

宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、あらかじめ

具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間

で位置付けることとし、３０分を１単位として、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせ



て算定することとする。なお、身体介護に生活援助を加算する方式となるが、実際のサービ

スの提供は身体介護の後に引き続き生活援助を行う場合に限らない。１回の訪問介護の全体

時間のうち身体介護に要する時間を合計して判断するため、例えば、生活援助の後に引き続

き身体介護を行ってもよい。 

（５） ２０分未満の身体介護の算定について 

② ２０分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間を定めてはいないが、本

時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介

助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を想定し

ており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干

の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。 

また、いずれの時間帯においても２０分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合、

引き続き生活援助を行うことは認められない（緊急時訪問介護加算を算定する場合を除

く。）ことに留意すること。 

（６） 「生活援助中心型」の単位を算定する場合 

    注３において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として「利用者が一人暮

らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場

合」とされたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを

得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。 

なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計

画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生

活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針

を明確に記載する必要がある。 
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厚 生 労 働 省 老 健 局 

認知症施策・地域介護推進課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 認知症施策・地域介護推進課 

 

今回の内容 

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示

について」の一部改正について 

計 5 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3936) 

FAX : 03-3503-7894 

 



 

 

老認発 1016 第１号 

令和５年 10 月 16 日 

 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

  

 

厚生労働省老健局         

認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について 

 

 

標記について、今般別添のとおり一部改正することとしたので、各都道府県におかれては、

十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺

漏なきを期されたい。 

 

 

 



 

（別添） 

○介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成 11 年 11 月 12 日老企第 29 号）（抄） 

 

新 旧 
（別紙４）課題分析標準項目について 
（別添） 

課題分析標準項目 
 
基本情報に関する項目 
No. 標準項目名 項目の主な内容(例） 

1 
基本情報（受付、
利用者等基本情
報） 

居宅サービス計画作成についての利用者受付情
報（受付日時、受付対応者、受付方法等）、利
用者の基本情報（氏名、性別、生年月日、住
所、電話番号等の連絡先）、利用者以外の家族
等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況
（初回、初回以外）について記載する項目 

2 
これまでの生活と
現在の状況 

利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等
について記載する項目 

3 
利用者の社会保障
制度の利用情報 

利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険
等）、年金の受給状況（年金種別等）、生活保
護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社
会保障制度等の利用状況について記載する項目 

4 
現在利用している
支援や社会資源の
状況 

利用者が現在利用している社会資源（介護保険
サービス・医療保険サービス・障害福祉サービ
ス、自治体が提供する公的サービス、フォーマ
ルサービス以外の生活支援サービスを含む）の
状況について記載する項目 

5 
日常生活自立度
（障害） 

「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり
度）」について、現在の要介護認定を受けた際
の判定（判定結果、判定を確認した書類（認定
調査票、主治医意見書）、認定年月日）、介護
支援専門員からみた現在の自立度について記載
する項目 

（別紙４）課題分析標準項目について 
（別添） 

課題分析標準項目 
 
基本情報に関する項目 
No. 標準項目名 項目の主な内容(例） 

1 
基本情報（受付、
利用者等基本情
報） 

居宅サービス計画作成についての利用者受付情
報（受付日時、受付対応者、受付方法等）、利
用者の基本情報（氏名、性別、生年月日、住
所、電話番号等の連絡先）、利用者以外の家族
等の基本情報について記載する項目 
  

2 生活状況 
利用者の現在の生活状況、生活歴等について記
載する項目 

3 
利用者の被保険者
情報 

利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、
生活保護、身体障害者手帳の有無等）について
記載する項目 
  

4 
現在利用している
サービスの状況 

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受
けているサービスの状況について記載する項目 
 
 
  

5 
障害老人の日常生
活自立度 

障害老人の日常生活自立度について記載する項
目 
 
 
 
  



 

2 
 

6 
日常生活自立度
（認知症） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」について、
現在の要介護認定を受けた際の判定（判定結
果、判定を確認した書類（認定調査票、主治医
意見書）、認定年月日）、介護支援専門員から
みた現在の自立度について記載する項目 

7 主訴・意向 
利用者の主訴や意向について記載する項目 
家族等の主訴や意向について記載する項目 

8 認定情報 
利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の
意見、区分支給限度額等）について記載する項
目 

9 
今回のアセスメン
トの理由 

今回のアセスメントの実施に至った理由（初
回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの
変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活
状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等）に
ついて記載する項目 

 

課題分析（アセスメント）に関する項目 
No. 標準項目名 項目の主な内容(例） 

10 健康状態 

利用者の健康状態及び心身の状況（身長、体
重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの
有無、褥そうの有無等）、受診に関する状況
（かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、そ
の他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の
同行者の有無等）、服薬に関する状況（かかり
つけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の
有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況
等）、自身の健康に対する理解や意識の状況に
ついて記載する項目 

11 ADL 

ADL（寝返り、起きあがり、座位保持、立位保
持、立ち上がり、移乗、移動方法（杖や車椅子
の利用有無等を含む）、歩行、階段昇降、食
事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等）に関す
る項目 

12 IADL 
IADL（調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金
銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等）
に関する項目 

6 
認知症である老人
の日常生活自立度 

認知症である老人の日常生活自立度について記
載する項目 
 
 
  

7 主訴 
利用者及びその家族の主訴や要望について記載
する項目 

8 認定情報 
利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の
意見、支給限度額等）について記載する項目 
  

9 
課題分析（アセス
メント）理由 

当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、
定期、退院退所時等）について記載する項目 
 
 
  

 

課題分析（アセスメント）に関する項目 
No. 標準項目名 項目の主な内容(例） 

10 健康状態 

利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛
み等）について記載する項目 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 ADL 

ADL（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、
入浴、排泄等）に関する項目 
 
 
  

12 IADL 
IADL（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況
等）に関する項目 
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13 
認知機能や判断能
力 

日常の意思決定を行うための認知機能の程度、
判断能力の状況、認知症と診断されている場合
の中核症状及び行動・心理症状の状況（症状が
見られる頻度や状況、背景になりうる要因等）
に関する項目 

14 
コミュニケーショ
ンにおける理解と
表出の状況 

コミュニケーションの理解の状況、コミュニケ
ーションの表出の状況（視覚、聴覚等の能力、
言語・非言語における意思疎通）、コミュニケ
ーション機器・方法等（対面以外のコミュニケ
ーションツール（電話、PC、スマートフォン）
も含む）に関する項目 

15 生活リズム 

１日及び１週間の生活リズム・過ごし方、日常
的な活動の程度（活動の内容・時間、活動量
等）、休息・睡眠の状況（リズム、睡眠の状況
（中途覚醒、昼夜逆転等）等）に関する項目 

16 排泄の状況 

排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状
況等、後始末の状況等、排泄リズム（日中・夜
間の頻度、タイミング等）、排泄内容（便秘や
下痢の有無等）に関する項目 

17 
清潔の保持に関す
る状況 

入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況（皮膚や爪
の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等）、寝具
や衣類の状況（汚れの有無、交換頻度等）に関
する項目 

18 口腔内の状況 

歯の状態（歯の本数、欠損している歯の有無
等）、義歯の状況（義歯の有無、汚れ・破損の
有無等）、かみ合わせの状態、口腔内の状態
（歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程
度、腫れ・出血の有無等）、口腔ケアの状況に
関する項目 

19 食事摂取の状況 

食事摂取の状況（食形態、食事回数、食事の内
容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備を
する人等）、摂食嚥下機能の状態、必要な食事
の量（栄養、水分量等）、食事制限の有無に関
する項目 

13 認知 

日常の意思決定を行うための認知能力の程度に
関する項目 
 
 
  

14 
コミュニケーショ
ン能力 

意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーショ
ンに関する項目 
 
 
 
  

15 社会との関わり 

社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社
会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）に関
する項目 
  

16 排尿・排便 

失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロー
ル方法、頻度などに関する項目 
 
  

17 
褥そう・皮膚の問
題 

褥そうの程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 
 
 
  

18 口腔衛生 

歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 
 
 
 
 
  

19 食事摂取 

食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関す
る項目 
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20 社会との関わり 

家族等との関わり（家庭内での役割、家族等と
の関わりの状況（同居でない家族等との関わり
を含む）等）、地域との関わり（参加意欲、現
在の役割、参加している活動の内容等）、仕事
との関わりに関する項目 

21 家族等の状況 

本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族
等の状況（本人との関係、居住状況、年代、仕
事の有無、情報共有方法等）、家族等による支
援への参加状況（参加意思、現在の負担感、支
援への参加による生活の課題等）、家族等につ
いて特に配慮すべき事項に関する項目 

22 居住環境 

日常生活を行う環境（浴室、トイレ、食事をと
る場所、生活動線等）、居住環境においてリス
クになりうる状況（危険個所の有無、整理や清
掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持す
るための機器等）、自宅周辺の環境やその利便
性等について記載する項目 

23 
その他留意すべき
事項・状況 

利用者に関連して、特に留意すべき状況（虐
待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の
方、医療依存度が高い状況、看取り等）、その
他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項
目 

 

20 問題行動 

問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集
癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等）に関
する項目 
 
  

21 介護力 

利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護
意思、介護負担、主な介護者に関する情報等）
に関する項目 
 
 
  

22 居住環境 

住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環
境について記載する項目 
 
 
 
  

23 特別な状況 

特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関す
る項目 
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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 認知症施策・地域介護推進課 

 

今回の内容 

「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について

計 10 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3936) 

FAX : 03-3503-7894 

 



 

事 務 連 絡 

令和５年 10 月 16 日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御中 

各 介 護 保 険 関 係 団 体  

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について 

 

 

平素より介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

さて、先般、「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につ

いて」の一部改正について」（令和５年 10 月 16 日老認発 1016 第１号厚生労働

省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知）において、課題分析標準項目の見

直しについてお示ししたところです。 

その見直しの趣旨等について、今般、「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」

を送付いたしますので、御了知願います。なお、各市町村におかれましては、管

内事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

厚生労働省 老健局 

認知症施策・地域介護推進課 人材研修係 

 

電 話：03-5253-1111（内線 3936） 

ＦＡＸ：03-3503-7894 

e-mail：shinkou-jinzai@mhlw.go.jp 



課題分析標準項目の改正に関する Q&A 

 

【全体に関連する内容】 

問１ 今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。 

（答） 

課題分析標準項目については、これまで大幅な改正は行ってこなかったが、項目の名

称や「項目の主な内容（例）」の記載が一部現状とそぐわないものになっていることや、

令和６年４月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジ

メント手法」が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図る必要がある（※）

ことから、文言の適正化や記載の充実を図ったものである。なお、情報収集項目がこれま

でと変わるわけでない。また、「項目の主な内容（例）」について、各項目の解釈の違いに

より把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、こ

れらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課

題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。 

 

※ 「適切なケアマネジメント手法」は、ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基

づいて想定される支援内容を体系化したものである。支援の必要性や具体化を検討するためのアセ

スメント／モニタリングにおける具体的な情報の例も整理しており、課題分析標準項目に関して情

報を収集するに当たっての一つの視点として参考にできる。そこで、今般の課題分析標準項目の改

正においては、おもに情報収集項目の具体例について「適切なケアマネジメント手法」で整理され

た内容を踏まえた検討とすることで整合性を図った。 

 

問２ 全体的に「家族等」と表現されているが、「等」にはどのような意味合いがあるの

か。 

（答） 

近年の社会状況においては、利用者を支える関係者が多様になってきているため、親

族関係にある者のみだけでなく意思決定や支援に関わる者という意味を含めて、「家族等」

と表記に統一、修正した。 

 

問３ 「項目の主な内容（例）」に記載されている内容について、その全てを必ず把握し

ないとならないものなのか。 

（答） 

「項目の主な内容（例）」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容

に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてす

べての情報収集を行うことを求めるものではない。 

なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容（例）」に記載され

ている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていな

いと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。  



 

【№１ 基本情報（受付、利用者等基本情報）】 

問４ 「居宅サービス計画作成の状況（初回、初回以外）」という文言の追加したのはど

のような趣旨か。 

（答） 

初回か初回以外かという情報は、従来「課題分析（アセスメント）の理由」で情報収集

していたところ、本来受付時に収集する基礎的な情報であることから、今回の見直しで

は「基本情報」の項目に記載することとした。 

なお、「今回のアセスメントの理由」において、初回、短期目標の更新、介護認定の更

新、サービス変更時等さらに詳しい状況を記載することを想定している。 

 

【№３ 利用者の社会保障制度の利用情報】 

問５ 「利用者の被保険者情報」が「利用者の社会保障制度の利用情報」に改正となった

のはどのような趣旨か。 

（答） 

サービスや支援等の検討においては、利用者の被保険者情報に加え、介護保険以外の

社会保障制度の利用状況を踏まえ、利用者の健康、障害、経済等の情報を把握する必要が

あるため、その趣旨を明確にするための見直しを行ったものである。 

これらの情報を把握することで、利用者に必要な情報提供を行うとともに、公費情報

も踏まえた適切な介護保険利用のためのサービス調整と給付管理が可能となる。 

例えば、経済状況の把握においては、年金の受給状況（年金種別等）を確認した上で、

月々の介護保険サービスにどのくらいの金額を支出可能か等についても、確認すること

が必要である。加えて、利用者が介護保険サービス以外に費やす金額に至るまで把握で

きると、より個別化の進んだ支援の検討が期待される。 

 

問６ 「その他の社会保障制度等」の例示として、例えばどのような情報が想定される

か。 

（答） 

例えば、「難病医療費助成制度」や「生活困窮者自立支援制度」等のほか、都道府県や

市町村が独自に設ける制度等が想定される。 

利用者の生活全般におけるケアマネジメントを行う上では、利用者が介護保険以外に

どのような公的サービスを利用し、保障を受けているかも把握した上で、支援の検討を

行う必要がある。これらの情報により、公的な支援によりフォローできている部分とそ

うでない部分を明確に把握する必要がある。 

 



 

【№５ 日常生活自立度（障害）】 

【№６ 日常生活自立度（認知症）】 

問７ 項目の名称が変わっているが、収集する項目の種別が変わるのか。現在の要介護

認定を受けた際の判定と、アセスメントを行っている介護支援専門員の状態の判定

と異なる二つの時点での状態像を記載するのはなぜか。 

（答） 

№５は「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」、№６は「認知症高齢者の日常生

活自立度」を確認するものであり、これまでの項目で確認している内容から変わるもの

ではない。 

なお、要介護認定が行われた際の「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」及び

「認知症高齢者の日常生活自立度」に加え、要介護認定を受けた時点から利用者の状態

が変化していることも想定されるため、介護支援専門員による、現在の利用者の状態を

踏まえた判断も併せて確認することが望ましい。 

 

【№７ 主訴・意向】 

問８ これまでの項目名に「意向」を追加したのはなぜか。 

（答） 

「主訴」とは、利用者及び家族等との面談の中で最初に発せられた“訴え”を指すこと

が多いが、この“訴え”は利用者や家族等によってどの程度本人の真意を具体的に表現で

きているかが異なることが多く、単なる訴えから、今後の生活等に対する「要望」や「意

向」を含むものまでありうる。 

また、居宅サービス計画（第 1表）を、「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえ

た課題分析の結果」を記載するものとしている。 

上記を考慮し、本項目においては、主訴と意向を記載する表現へと修正した。 

 

  



 

【№１０ 健康状態】 

問９ 「項目の主な内容（例）」の記載がだいぶ増えているが、これまでと把握すべき内

容は変わらないという認識で問題無いか。 

（答） 

その認識で問題ない。 

従来から把握している情報であると考えられるが、改めて重要であることを示す意図

で充実を図った。 

なお、「項目の主な内容（例）」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容

に差異が生じないよう、具体的に加筆しているが、これらの内容についてすべての情報

収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するた

めの例示であることに留意されたい。 

 

問 10 「利用者の健康状態及び心身の状況」に、新たに身長、体重、BMI、血圧が追加さ

れているが、これらの情報の把握には機材が必要となる。そのためケアマネジャー

が必要な機材をもって利用者宅を訪問しなければならないのか。 

（答） 

今回の改正は、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものであり、ケアマネ

ジャーが機材を持参して利用者宅で測定することまでを想定したものではない。 

利用者宅の設備での測定が難しい場合には、本人が利用している医療または介護のサ

ービス等での測定状況（医療機関や通所サービス等の利用時の測定、もしくは健康診断

等での測定など）を確認し、情報を収集することが考えられる。 

 

【№１３ 認知機能や判断能力】 

問 11 項目の名称が変更となっているが、これまでと把握すべき内容と変更はないとの

認識で問題無いか。 

（答） 

その認識で問題ない。 

意思決定支援は、認知症の診断を受けている高齢者や終末期の治療方針の判断の場面

に限るものではなく、日々の暮らしにおける利用者の意思の確認が必要となる。そのた

め、生活全般におけるケアマネジメントを行う上で、日常的な意思決定支援の必要性を

判断するために、認知機能の程度や判断能力の状況を確認することが必要である。 

なお、改正前の「№20 問題行動」については、認知機能や判断能力と密接に関わりの

ある内容であることから、本項目に統合し、併せて情報収集を行うものであるため、留意

すること。 



 

 

【№１４ コミュニケーションコミュニケーションにおける理解と表出の状況】 

問 12 本人のコミュニケーション能力だけでなく、コミュニケーションの状況全般を把

握することとなっているが、具体的にはどのような内容を把握すべきか。 

（答） 

本人の望む暮らしの実現に向けた、本人の主訴や意向の把握や意思決定支援等のため

には、本人のコミュニケーションの状況を正確に確認することが重要となる。コミュニ

ケーションの状況は、コミュニケーションの理解の状況を確認するとともに、コミュニ

ケーションの表出のための視覚、聴覚等の状況も確認が必要となる。 

また、テクノロジー等の発展により、利用者の意思表出を支援する方法やツール等が

拡充しており、それらを利用したコミュニケーションも増えている。このような状況を

踏まえて、意思疎通支援の必要性（意思疎通を図ることに支障がある方かどうか）を把握

した上で、その場合の意思疎通支援の方法等についても確認することが望ましい。 

例えば、手話、要約筆記、点訳、代読・代筆、直接本人に接触する触覚手話、指点字、

指文字、会話における理解や表現の補助（必要に応じて道具や絵の利用等）などがあげら

れる。加えて、従来用いられていた電話以外にも、PC やスマートフォン等の利用による

メールやチャットツール、オンライン面談等、必要に応じて情報収集することが望まし

い。 

 

  



 

【№１５ 生活リズム】 

問 13 項目を追加した趣旨如何。また、居宅サービス計画書（第３表）とはどのような

関係になるのか。 

（答） 

利用者の生活全般のケアマネジメントを行うにあたり、「1 日のリズム、1 週間のリズ

ム」についても把握することが重要である。これまでの項目には含まれていなかった項

目ではあるが、居宅サービス計画書（第 3 表）の作成に際して把握していた事項と考え

られる。本項目内容の必要性を踏まえ、改めて「課題分析を行うための情報項目」として

項目を新設した。本項目では、本人の日常的な 1 週間の生活リズム及び 1 日の生活リズ

ムを把握する。 

日常的な活動の程度と休息・睡眠の状況は、互いに関係しあう内容でもあるため、１日

ないしは 1週間程度の単位でとらえる必要がある。また、生活リズムの把握に際しては、

通常の生活リズムとイベントがある日の生活リズムは異なることへも留意が必要である。

この場合のイベントとは、季節単位で発生するイベントから週単位で発生するイベント

（デイサービスの利用等）がありうる。 

加えて、本項目は他の項目の状況や疾患の状態、服薬の状況とも連動する内容である。

支援の提供を通じて、生活リズムが崩れてきたことを把握した場合には、それらの状況

や背景・要因等についても情報を収集・分析、検討し、生活リズムを整えるために解決す

べき課題についても分析を行うことが望ましい。 

 

【№１７ 清潔の保持に関する状況】 

問 14 項目名が変更となっているが、把握すべき内容については、特段変わっておらず、

主な内容において、より具体的に示している、という理解で問題ないか。 

（答） 

「褥そうの有無」については、№10「健康状態」に記載することとしているが、それ以

外については、従来から把握している情報と変わらない。 

本項目のうち、着衣の清潔状況の観察は、利用者の生活の変化を把握するうえでは重

要な視点である。着衣が清潔でない場合には、その原因や生活上の課題についても確認

することが望ましい。 

 

  



 

【№１８ 口腔内の状況】 

問 15 大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。 

（答） 

「項目の主な内容（例）」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差

異が生じないよう、具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情

報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断する

ための例示であることに留意されたい。 

なお、口腔内の状況の確認については、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでな

く、必要に応じて歯科医や歯科衛生士とも連携して情報の収集・共有を実施することが

望ましい。 

 

【№１９ 食事摂取の状況】 

問 16 「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報

を収集する上での留意点をご教示いただきたい。 

（答） 

摂食嚥下機能については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経

口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認するものである。そ

の際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢な

どの状況も把握することが望ましい。 

なお、支援の提供を通じて、食事がうまく取れていない場合（よくむせる、硬いものが

食べづらくなった、残滓が増えた等）が増えるなど変化が見られた場合には、摂食嚥下機

能の状況を再評価するため、必要に応じて歯科医や歯科衛生士、言語聴覚士等と連携し

て実施することが望ましい。 

また、必要な食事の量（栄養、水分量等）については、本人の身長や体重、健康状態

や療養の状況、1日の活動量などを踏まえて判断するものである。かかりつけ医等の医

師の指示を踏まえることはもちろんのこと、看護師や管理栄養士等の他の職種と連携す

ることも有効である。 

特に、疾患がある利用者の場合には、水分量や塩分量の制限等についてかかりつけ医

等からの指示が示される場合もあるため、療養における医師の指示内容を必ず確認する

こと。 

  



 

問 17 食形態、食事の内容については、本人及び家族、ヘルパー等サービス事業所から

のヒアリングにより把握することでも問題無いか。 

（答） 

問題ない。 

なお、複数の立場で同じ視点で情報を収集・共有しやすく、また介護支援専門員が必要

な情報を把握できるよう、本項目で示す例示も踏まえ、収集する情報の内容や依頼方法

等については留意が必要である。 

 

【№２１ 家族等の状況】 

問 18 以前の項目では「介護力」となっていたが今回の改正で「家族等の状況」と表現

を変更した理由如何。 

（答） 

本人及び家族等の望む生活の実現を目指す観点から、家族等を介護のための資源とし

てとらえる「介護力」という一面的な捉え方を改めるため、修正したものである。 

本項目ではまず、本人の日常生活あるいは意思決定にかかわる家族等の関係者の状況

を確認する必要がある。そのうえで、家族等もそれぞれの生活があることから、家族等本

人の意向にも留意し、利用者本人の介護への参加に対する意欲や負担感を十分に確認す

ることが重要である。 

 

  



 

【№２２ 居住環境】 

問 19 記載内容が大幅に増えているが、これまでと収集すべき情報が変わるということ

か。 

（答） 

これまでと収集すべき情報が変わるわけではなく、各項目の解釈の違いにより把握す

る内容に差異が生じないよう、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものであ

る。 

居住環境は、部屋の間取りや建物の状況等といった改修等を伴わなければ変更するこ

とが難しい物理的な環境と、室温の状況や清掃の状況といったコントロール可能な状況

について確認が必要である観点から、内容を加筆した。前者の環境面は、現在の環境を確

認した上で、本人の生活リズムや ADL,IADL 等の他の項目も含めてサービスや支援等の必

要性を検討する。後者の状況面は、現在の状況を確認した上で、本人にとって適切な状況

かどうかといった課題分析につなげていく必要がある。 

また、利用者の生活全般のケアマネジメントの観点からは、自宅内の環境だけではな

く、自宅周辺の環境やそのほか利便性等（例えば、冬季には雪かきが必要、車がないと買

い物が難しい等）についても状況の確認を行うことが必要である。 

 

【№２３ その他留意すべき事項・状況】 

問 20 本項目に記載すべき内容は、具体的にどのようなものが想定されるか。 

（答） 

本項目では、特に他制度（医療も含む）との連携の必要性の観点が重要である。 

例えば、退院後であっても特に医療依存度の高い方やターミナル期の方などの場合に

は、医療関係者との緊密な連携が必要となる。 

障害がある方の場合には、相談支援専門員との連携も求められる。また、経済的に困窮

している方の場合には、生活保護や生活困窮者自立支援制度等の利用も検討が必要とな

る。そのほかにも、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等との連携が必要となる場合

もある。 
さらに上記のような他制度との緊密な連携を必要とする場合以外にも、１～22 項目で

把握した状況を踏まえて、各項目と重複があっても特に留意が必要である内容がある場

合、その情報を特記事項として本項目に記載しても良い。 
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人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対
応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基
本的な視点として、介護報酬改定を実施。

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

４．制度の安定性・持続可能性の確保

認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよ
う、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進

令和６年度介護報酬改定の概要

５．その他

• 質の高い公正中立なケアマネジメント
• 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

• 医療と介護の連携の推進
在宅における医療ニーズへの対応強化
高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化
高齢者施設等と医療機関の連携強化

• 評価の適正化・重点化

• 報酬の整理・簡素化

介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって
安心できる制度を構築

• 看取りへの対応強化

• 感染症や災害への対応力向上

• 高齢者虐待防止の推進

• 認知症の対応力向上

• 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進

• LIFEを活用した質の高い介護

高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種
連携やデータの活用等を推進

介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、
処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取
組を推進

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

• 「書面掲示」規制の見直し
• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
• 基準費用額（居住費）の見直し
• 地域区分

• 介護職員の処遇改善

• 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

• 効率的なサービス提供の推進

在宅における医療・介護の連携強化
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■ 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する
観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や
利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととする。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 省令・告示・通知改正

福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★

【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】
＜貸与後＞

○ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討する。

＜販売後＞
○ 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。
○ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認

し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
○ 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

【対象者の判断と判断体制・プロセス】
利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できること

とし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を
選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必
要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏
まえた提案を行うこととする。

【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】
〇 固定用スロープ 〇 歩行器（歩行車を除く）
〇 単点杖（松葉づえを除く） 〇 多点杖

※ 福祉用具専門相談員が実施
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その他

■ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を６０円／日引き上げる。

○ 基準費用額（居住費）を、全ての居室類型で１日当たり60円分増額する。
○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者について

は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

基準費用額（居住費）の見直し（令和６年８月施行） 告示改正

短期入所系サービス★、施設系サービス

47
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１.（８）① 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

概要
○ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用

者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関
係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高
い、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖を対象とする。【告示改正】

○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対
応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用具貸与又

は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリット
を含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門
職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。【省令改正、通知改正】
※ 介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後６月
以内に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。【省令改正】

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用
具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に
応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等
（メンテナンス）を行うよう努めることとする。【省令改正】

【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

＜貸与後＞ 
・ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継
続の必要性を検討

＜販売後＞ 
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要
な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める

・ 商品不具合時の連絡先を情報提供

〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は
介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。

・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】 【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】

※ 福祉用具専門相談員が実施
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【短期入所系サービス★、施設系サービス】

５．⑦ 基準費用額（居住費）の見直し

概要

○ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で
生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を60円/日引き上げる。【告示改正】

○ 基準費用額（居住費）を下記のとおり見直す。
○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者については、

負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。

単位数
【基準費用額（居住費）】

＜現行＞ ＜改定後＞
多床室（特養等） 855円 915円
多床室（老健・医療院等） 377円 437円
従来型個室（特養等） 1,171円 1,231円
従来型個室（老健・医療院等） 1,668円 1,728円
ユニット型個室的多床室 1,668円 1,728円
ユニット型個室 2,006円 2,066円
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み (令和６年８月～)

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

基準費用額
（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））※短期入所生活介護等（日額）
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

食費 1,445円 （4.4万円） 300円 （0.9万円）
【300円】

390円 （1.2万円）
【600円（1.8万円）】

650円 （2.0万円）
【1,000円（3.0万円）】

1,360円（4.1万円）
【1,300円（4.0万円）】

居
住
費

多床
室

特養等 915円 （2.8万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

老健・医療院等 437円 （1.3万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

従来
型個
室

特養等 1,231円 （3.7万円） 380円 （1.2万円） 480円 （1.5万円） 880円 （2.7万円） 880円 （2.7万円）

老健・医療院等 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室的多床室 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室 2,066円 （6.3万円） 880円 （2.6万円） 880円 （2.6万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

利用者負担段階
主な対象者

預貯金額（夫婦の場合）（※）

第1段階
・ 生活保護受給者 要件なし
・ 世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課税である

老齢福祉年金受給者
1,000万円（2,000万円）以
下

第2段階
・世帯全員が
市町村民税
非課税

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円以下 650万円（1,650万円）以下
第3段階① 年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円超～120万円以下 550万円（1,550万円）以下

第3段階② 年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超 500万円（1,500万円）以下

第4段階 ・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

【】はショートステイの場合

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。
○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付。

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み (令和７年８月～)

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

基準費用額
（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））※短期入所生活介護等（日額）
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

食費 1,445円 （4.4万円） 300円 （0.9万円）
【300円】

390円 （1.2万円）
【600円（1.8万円）】

650円 （2.0万円）
【1,000円（3.0万円）】

1,360円（4.1万円）
【1,300円（4.0万円）】

居
住
費

多床
室

特養等 915円 （2.8万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

老健・医療院
（室料を徴収する場合）

697円 （2.1万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

老健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

437円 （1.3万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

従来
型個
室

特養等 1,231円 （3.7万円） 380円 （1.2万円） 480円 （1.5万円） 880円 （2.7万円） 880円 （2.7万円）

老健・医療院等 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室的多床室 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

ユニット型個室 2,066円 （6.3万円） 880円 （2.6万円） 880円 （2.6万円） 1,370円 （4.2万円） 1,370円 （4.2万円）

利用者負担段階
主な対象者

預貯金額（夫婦の場合）（※）

第1段階
・ 生活保護受給者 要件なし
・ 世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課税である

老齢福祉年金受給者
1,000万円（2,000万円）以
下

第2段階 ・世帯全員が
市町村民税
非課税

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円以下 650万円（1,650万円）以下
第3段階① 年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円超～120万円以下 550万円（1,550万円）以下
第3段階② 年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超 500万円（1,500万円）以下

第4段階 ・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

【】はショートステイの場合

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。
○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付。

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。
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